
事故発生時の報告等フロー図

部長等

青森県建設業等指名
停止要領に規程される
事故の場合等に適用

※１ あくまでも速報なので、不足情報・資料があっても構わない。また、
　 必要に応じて電話での報告も行うものとする。
※２ 必要に応じて電話でも報告もする。
《様式-1及び様式-2は事故発生時の速報から最終報告まで使用する。》

(1) 受注者より報告のあった様式
　-1を様式-2に添付して報告※2

(2) 状況に応じて様式-3を報告
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（あおもり農林業支援ｾﾝﾀｰ）

様式-2及び様式-3
の写しで報告


